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Ⅰ 矢ノ目田住宅地の概要 

 

 

 

 

 

 

 所在地 福島県石川郡石川町字矢ノ目田地内 

〔現在地番：福島県石川郡石川町字矢ノ目田 21-2〕

 区画数 22 区画

 区画面積 226.51 ㎡（68.52 坪）～253.25 ㎡（76.60 坪）

 販売価格 391 万円～470 万円

 公共施設 ・団地内道路（幅員：中央道路 8m、外周道路：6～7m） 

・歩行者専用道路（幅員：4m） 

・団地内公園（589.11 ㎡） 

・防火水槽（40 ㎥級：公園内地下設置） 

・ゴミステーション（2か所）

 都市計画等 ・都市計画区域内〔第一種中高層住居専用地域〕 

・石川町矢ノ目田住宅地暮らしの協定

 ライフライン等 〔電　気〕個別の受電契約 

〔上水道〕石川町上水道　全区画給水管（φ20mm）区画内引込済 

〔下水道〕なし　※合併処理浄化槽設置補助あり 

〔ガ　ス〕なし　※個別のプロパンガス 

〔テレビ〕なし　※個別アンテナによる受信

 生活環境 ・町立認定こども園まで ·····················1.2km 

・町立石川小学校まで ·······················1.6km 

・町立石川中学校まで ·······················1.8km 

・県立石川高校まで ·························1.0km 

・学校法人石川高等学校まで ·················1.2km 

・モトガッコ（文教福祉複合施設）まで ·······1.3km 

・JR 水郡線磐城石川駅まで ·················· 1.7km 

・JR 東北新幹線新白河駅まで ················· 27km 

・福島空港まで ······························13km 

・東北自動車道 矢吹 IC まで ··················17km 

　　　　　　　 白河 IC まで ··················30km

 その他 ・都市計画法第 29 条に基づく開発行為に関する許可 

　　　　　令和 7年 2月 6日　福島県指令中建 5100 号

≪矢ノ目田住宅地分譲の目的≫ 

住宅取得を検討している子育て世代向けに、安心安全な住宅用地を

提供する。
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Ⅱ 分譲区画及び価格 

　◇ 位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　◇ 分譲区画及び価格 

 

：電柱　　　 ：支線　　　　 ：支柱

東北ミドリ安全工業㈱

県立石川高

県道いわき石川線

イシニクル

国道118号

モトガッコ

区画番号-１

227.43 ㎡

395 万円

区画番号-２

区画番号-３

区画番号-４

区画番号-５

区画番号-６

227.42 ㎡

391 万円

227.44 ㎡

391 万円

227.41 ㎡

391 万円

227.42 ㎡
395 万円

407 万円

403 万円

403 万円

403 万円

407 万円
411 万円

470 万円 460 万円

423 万円

419 万円

415 万円

415 万円

415 万円

428 万円

423 万円

423 万円

423 万円

区画番号-７

区画番号-８

区画番号-９

区画番号-10

区画番号-11

区画番号-12

区画番号-13

区画番号-14

区画番号-15

区画番号-22 区画番号-21

区画番号-16

区画番号-17

区画番号-18

区画番号-19

区画番号-20

226.51 ㎡

226.52 ㎡

226.54 ㎡

226.52 ㎡

226.53 ㎡

233.21 ㎡

233.21 ㎡

233.22 ㎡

228.71 ㎡

233.22 ㎡ 246.26 ㎡

246.26 ㎡

246.27 ㎡

246.27 ㎡

246.26 ㎡

253.22 ㎡ 253.25 ㎡

※電力線及び NTT 線は歩行者専用道路に配線されます。
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◇ 区画別一覧 

 

※ 分譲面積は計画段階での面積であり、造成工事後の測量によって増減する場合があります。 
※ 造成工事完成後の測量によって面積が変更となった場合であっても分譲価格の増減はございま

せん。 

※ 上記の価格は、分譲開始後数年ごとに、地価の動向に応じて改定を予定しております。 
 

 区画番号 分　譲　面　積 分　譲　価　格 計画地盤高（標高）

 １ 227.43 ㎡ 395 万円 319.40ｍ

 ２ 227.42 ㎡ 391 万円 319.30ｍ

 ３ 227.44 ㎡ 391 万円 319.20ｍ

 ４ 227.41 ㎡ 391 万円 319.10ｍ

 ５ 227.42 ㎡ 395 万円 319.00ｍ

 ６ 226.51 ㎡ 407 万円 319.20ｍ

 ７ 226.52 ㎡ 403 万円 319.10ｍ

 ８ 226.54 ㎡ 403 万円 319.00ｍ

 ９ 226.52 ㎡ 403 万円 318.90ｍ

 10 226.53 ㎡ 407 万円 318.80ｍ

 11 233.22 ㎡ 419 万円 319.00ｍ

 12 233.21 ㎡ 415 万円 318.90ｍ

 13 233.21 ㎡ 415 万円 318.80ｍ

 14 233.22 ㎡ 415 万円 318.70ｍ

 15 228.71 ㎡ 411 万円 318.70ｍ

 16 246.26 ㎡ 428 万円 318.90ｍ

 17 246.26 ㎡ 423 万円 318.80ｍ

 18 246.27 ㎡ 423 万円 318.80ｍ

 19 246.27 ㎡ 423 万円 318.70ｍ

 20 246.26 ㎡ 423 万円 318.70ｍ

 21 253.25 ㎡ 460 万円 318.60ｍ

 22 253.22 ㎡ 470 万円 318.60ｍ
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Ⅲ 申込資格及び分譲条件 

(1) 申込資格…以下のすべての該当する者。なお、共有の場合は、①については共有者の

いずれかが、②から⑤については共有者の全員が該当すること。 

① 子育て世帯又は若者世帯であること 

◇「子育て世帯」とは、契約締結日において満 18 歳に達した日以降最初の 3 月 31 日

までにある子を養育する世帯 

◇「若者」とは、申込日において満 40 歳未満である方 

② 自らが居住する住宅若しくは店舗併用住宅用地（第一種中高層住居専用地域の用途制

限に準ずる）として宅地が必要な方 

③ 町が指定する期日までに売買代金の全額を納入できる方 

④ 現在お住まいの市区町村税等に滞納がない方 

⑤ 石川町暴力団排除条例第 2条第 3号の「暴力団員等」に該当しない方 

(2) 分譲条件 

① 契約締結から３年以内に自己が居住する住宅の建築に着工していただきます。 

②「石川町矢ノ目田住宅地暮らしの協定」を締結し守っていただきます。 

③ 購入土地の地盤面を変更することはできません。 

④ 水道は石川町上水道に加入し、加入金を納めていただきます。 

⑤ 住宅地内の公共施設等（1ページ参照）及び電柱並びに支線の移動はできません。た

だし、公園内に設置しているかまどベンチについてはこの限りではありませんので、

居住者で話し合い、公園内の使いやすい位置に移動しても差し支えありません。 

⑥ ごみステーションの清掃、維持管理は住宅地の居住者が行い、道路、公園などの公益

施設については、環境美化に協力していただきます。 

⑦ 町から土地の引き渡しを受けた後は、土砂の流出防止や除草など適切な維持管理を行

い、近隣の迷惑とならないようにすること。 
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Ⅳ 分譲手続 

１．分譲手続きの流れ 

２．分譲申込み 

(1) 受付期間 

　◇初回抽選受付期間：令和 7年 9月 1日（月）～令和 7年 12 月 3 日（水） 

※ 上記期間中の受付は先着順ではありませんが、応募のなかった区画については期

間満了後、先着順で申し込みを受け付けます。 

(2) 分譲申込みの方法 

① 提出書類 

分譲申込書〔様式１〕に次の書類を添えて申し込みください。 

　・住民票謄本（申込者（共有者を含む）の世帯全員のもの） 

　・納税証明書（申込者（共有者を含む）の世帯全員のもの　※非課税者分を除く） 

　・暴力団排除に関する宣誓書〔様式３〕　※共有の場合は、共有者の分を別葉で作成 

 ① 申込書提出 必要書類を添えて分譲申込書を提出してください。 

石川町役場にて申込書を受領後、後日、手付金の納入通知書

を一般書留で郵送します。 

【重要事項の説明】 

申込書を提出していただくときに、矢ノ目田住宅地に関す

る重要事項を説明します。（20 分程度を予定）

 
≪納入通知書受領後 1か月以内≫

 ② 手付金納入 　送付した納入通知書により手付金（一律 50 万円）を納入し

てください。（納入通知書受領から 1か月以内） 

　※申込者が納入通知書を受領してから 1か月間は、町は申し

込まれた区画に対し、ほかの方からの申込みを受け付けま

せん。 

なお、納入通知書受領から 1か月以内に手付金の納入が確

認できない場合、申込みを無効とします。

 
〔契約の準備が整い次第、町から購入者へ連絡〕

 ④ 契約締結 石川町役場に来庁し、実印を押印して契約締結となります。

この後土地代金の納入通知書を送付します。

 
≪契約締結後 6か月以内≫

 ⑤ 土地代金納入 　手付金として納入いただいた 50 万円を除く土地代の残代金

を納入していただきます。

 

 
⑥ 所有権移転登記

　土地代金の全額の納入を確認後、町が所有権移転の登記を行

います。登記完了後、「登記識別情報通知」を引き渡します。

P5「2.分譲申込み」参照

P7「5(1)手付金」参照

P6「4.契約」参照

P7「5(2)土地代金」参照



－ 6 －

　・委任状（代理人が申込書等を提出する場合のみ）〔様式２〕 

② 提出方法 

ご本人又は同一世帯の方が「石川町役場 都市建設課」までご持参ください。 

※ 代理[民法第 1 編第 5章第 3節 代理]の方（ご本人又は同一世帯の方以外）が

提出される場合は、委任状（本人の印鑑証明書〔提出日の１か月前までに取得

した原本〕を添付）を提出してください。なお、一人の代理人となられた方は、

本件について他の申込者の代理人となることはできません。 

※ 同一世帯に属する方が複数の申込書を提出をすることはできません。 

③ 提出先 

福島県石川郡石川町字長久保 185 番地の 4 

石川町役場 都市建設課 都市整備係 

　※ 郵送による申し込みは受け付けません。 

④ 申込区画の変更 

希望区画の申込状況等により申込区画を変更する場合は、以下により変更の手続

きができます。 

・変更ができる期間：申込日から令和 7年 12 月 3 日（水）まで 

・変更方法：申込区画変更届（様式５）を「③提出先」へ持参提出 

⑤ 申し込みの無効 

・申込資格が確認できないとき 

・申込書に虚偽の記載があったとき 

・申込書の記載に不備があったとき 

・町からの納入通知書受領後 1か月以内に、手付金の納入がないとき。 

３．抽選及び購入者の決定 

(1) 複数名が希望した区画について〔抽選会〕 

抽選対象者には令和 7年 12 月 10 日までに抽選会に関する通知をしますので、本人

（共有の場合は本人又は共有者のいずれか）又は代理人（委任状〔様式４〕を持参）が

出席してください。欠席の場合は、抽選を棄権したものとみなし落選扱いとなります。 

 

 

 

 

 

 

(2) 分譲区画購入者の決定 

抽選会の結果を踏まえて申込者全員に購入者決定又は不決定の通知を送付します。  

≪抽選会≫　※詳細は通知に記載 

　◇日時：令和 7年 12 月 21 日（日）　9:00～ 

◇場所：石川町役場３階「正庁」 

　◇抽選の方法 

　　・希望が重複した区画は、抽選を実施する。 

　　・抽選で落選した者は、希望者のいない区画を優先的に選択できる。落選

者間で同じ区画を希望したときは抽選とする。
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４．契約 

(1) 契約手続き 

手付金の納入を確認した日をもって契約書を作成しますが、後日、石川町役場へ来

庁のうえ実印を押印し契約の締結とします。その際、次の契約に関する書類等が必要

となりますので、あらかじめご用意ください。 

 

 

 

(2) 契約の概要　※詳細は別紙契約書のとおり 

① 土地代金の支払い、所有権の移転及び引渡し並びに所有権移転登記 

② 契約不適合 

③ 3 年以内に住宅完成及び住民票異動しない場合又は 5年以内に転売した場合の買戻

しの特約 

④ 契約の解除及び違約金、損害賠償、原状回復義務 

⑤ 契約費用の負担 

(3) 契約の解除等 

土地購入者の不正行為や土地代金等の未納、解約の申し入れなどがあり契約を解除

する場合、次の違約金を申し受けます。 

① 手付金納入後、残代金納入までの間 ··················50 万円（手付金の放棄） 

② 土地代金の納入から引渡しまでの間 ··················土地代金の 2割相当額 

③ 土地の引渡し後又は買戻権が実行された場合 ··········土地代金の 3割相当額 

５．土地代金の納入 

(1) 手付金〔民法第 557 条〕 

土地代金のうち 50 万円を手付金として納入通知書を受領後１か月以内に納入して

ください。 

期間内に納入が確認できない場合は、契約の意思がないものとみなし、申込みを無

効といたします。 

(2) 土地代金〔残代金〕 

土地代金のうち手付金（50 万円）を差し引いた残代金については、契約締結後６か

月以内に納入してください。 

納入が確認できない場合は、契約の意思がないものとみなし契約を解除とします。

この場合、手付金は返還しません。 

(3) 納入（送金）の方法 

上記の手付金及び土地代金の納入の方法は、次のいずれの方法から選択してくださ

い。なお、送金に関する費用は土地購入者の負担となります。 

① 町発行の納入通知書による納入 

次の各機関窓口で納入してください。 

◇ 石川町役場 

≪契約に関する書類等≫ 

　◇土地購入者の印鑑登録証明書及び登録印　※共有の場合は共有者全員分 

◇契約金額に基づく収入印紙（1,000 円分）
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◇ ㈱東邦銀行本店・各支店 ◇ ㈱福島銀行本店・各支店 
◇ ㈱大東銀行本店・各支店 ◇ 須賀川信用金庫本店・各支店 
◇ 福島県商工信用組合本店・各支店 ◇ 東北労働金庫本店・各支店 
◇ 夢みなみ農業協同組合本店・各支店 
◇ 東北管内のゆうちょ銀行及び郵便局 

② 口座振込による送金 

　【振込口座】東邦銀行石川支店　普通口座　№0003359 

　　　　　　　石川町会計管理者（ｲｼｶﾜﾏﾁｶｲｹｲｶﾝﾘｼﾔ） 

６．不動産登記 

(1) 所有権移転登記 

土地代金の完納後、町が所有権移転の登記を行いますので、次の登記に要する書類

等を提出してください。なお、所有権移転登記に伴う登録免許税等は土地購入者の負

担となります。 

 

 

 

 

(2) 建築完成特約不履行による買戻し措置 

特約期間中の住宅完成を確保するために、契約書において買戻しの特約を行い、当

該買戻しの特約について所有権移転の登記に附記登記を行う。 

 

 

 

７．契約費用に関するまとめ 

この契約については、売買代金のほか契約手続きの時点に応じて発生する各種費用に

ついてまとめました。なお、ここでの記載は、現金や収入印紙等により町がお預かりす

る契約書作成や登記に要する費用であり、提出を求める書類（住民票など）の取得に要

する手数料等は含まれておりませんのでご注意ください。 

(1) 土地購入者の決定〔土地購入者決定通知受領後〕 

　◇ 手付金（購入代金の一部となる）… 50 万円 

(2) 契約締結の時点〔手付金納入後〕 

　◇ 契約書用印紙税 … 1,000 円 

　◇ 登録免許税 

　　・所有権移転登記 …（おおよそ）土地の価額の 2％　※軽減措置あり 

　　・買戻し特約の附記登記 …（おおよそ）1,000 円 

(3) 土地代金〔契約締結後〕… 購入土地の代金（　　　万円）－手付金（50万円） 

(4) 所有権移転日から 5年を経過した時点 

　◇ 登録免許税 

　　・買戻し特約附記登記の抹消登記 …（おおよそ）1,000 円  

≪登記に要する書類等≫ 

◇土地購入者の住民票抄本、印鑑登録証明書及び登録印 

　※共有の場合は共有者全員分 

◇所有権移転登記に伴う登録免許税〔現金で石川町に預託〕 

〘 〙買戻しの特約とは…  
町から土地購入者に売り渡した土地について、売り渡し条件（３年以内の住宅完成、5 年以内

の転売禁止）を遵守しない場合に、当該土地を町が取り戻すことのできる契約解除の特約。
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Ⅴ 「石川町矢ノ目田住宅地暮らしの協定」について 

石川町矢ノ目田住宅地において、土地購入者が建築する住宅に関する指針を定めると

ともに、住宅地内の公共施設等の利用についてお互いに協力し合いながら、住宅地全体

の良好な居住環境を保つために、石川町長を代表者としてすべての区画の土地購入者と

石川町矢ノ目田住宅地暮らしの協定を締結する。 

◇ 石川町矢ノ目田住宅地暮らしの協定の概要 

　(1) 敷地の利用について 

　(2) 建築物について 

　(3) 暮らしに関する確認事項について 

　(4) 手続き 

　(5) 未分譲区画の価格について 

　　　地価の動向によって見直すこととします。 

　(6) その他 

　　　(1)及び(2)、(4)に違反したときは、町が是正勧告します。 

 

 敷地 区画・地盤高 原則として変更禁止

 土留め擁壁 高さは販売時の地盤面まで 

中央道路及び周回道路との境界は原則築造禁止

 車両の出入り口 中央道路及び周回道路からのみとし、歩行者専用

道路への車の乗り入れは緊急時を除き禁止

 雨水の処理 中央道路又は周回道路の側溝に放流 

※ 隣地へ流出しないよう措置すること

 広告物（看板等）の掲示 自己用以外は禁止

 電柱等 既設の電柱及び支線の撤去・移動の禁止 

新たな電柱等の設置禁止

 用途 住宅、併用住宅 
（第一種中高層住居専用地域の用途制限に準ずる。）

 高さ 地盤面から 10m 以下

 位置 壁面後退 道路・隣地境界まで原則として 1.5m 以上

 意匠・形態・色彩 団地内の調和のとれたもの

 囲障 生垣又はフェンスとし、高さは 1.2m 以下

 生活雑排水 敷地内で合併浄化槽処理後に中央道路又は周回

道路の側溝へ排水

 手続き 着工届の提出

 公園、ゴミステーション 清掃、環境維持に努めること

 行政区（町内会） 原則として行政区に加入し、活動に参加すること

 災害時の公園施設利用 ・四阿（あずまや）…シートを張ることで風雨を

凌げる機能があります。 

・ベンチ…座面を変形することで「かまど」とし

て炊飯できる機能があります。 

・防火水槽…公園内の地下に設置しています。

 着工届 住宅建築に着工する前に町へ提出（様式あり）
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Ⅵ 様式集 

◇ 分譲申込書〔様式１〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　　　　　　　　☆ 提出用分譲申込書のダウンロードはこちら 
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◇ 委任状（分譲申込用）〔様式２〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　☆ 提出用委任状のダウンロードはこちら 
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◇ 暴力団排除に関する宣誓書〔様式３〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　　　　　　　　　　☆ 提出用宣誓書のダウンロードはこちら 
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◇ 石川町矢ノ目田住宅地暮らしの協定書 
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◇ 住宅建築着工届 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　　　　　　☆ 提出用住宅建築着工届のダウンロードはこちら 
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◇ 契約書 
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お問い合わせ

福島県石川町　都市建設課 都市整備係 

〒963-7893　福島県石川郡石川町字長久保 185 番地の 4 

TEL 0247-26-9131　　FAX 0247-26-0360 

Mail toshiseibi@town.ishikawa.fukushima.jp

【本要項の修正の記録】 

◇ 令和 7 年 9月 1日　契約書見本の第 12 条以降を修正 
◇ 令和 7 年 9月 3日　申込区画変更手続き追加[P6] 
◇ 令和 7 年 12 月 4 日　抽選申込期間終了に伴い、抽選に関する規定

を削除し、先着販売についての記載へ修正[P5

～P7,P13 以降]


